
No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第37号
令和６年度秦野市一般会計歳入歳出決算
の認定について

財政課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの。

　決算見込額　歳入：  62,789,237,302円
　　　　　　　歳出：　59,777,319,642円

2 議案第38号
令和６年度秦野市水道事業会計利益剰余
金の処分及び決算の認定について

経営総務課

　利益剰余金の処分について地方公営企業法第３２条第２項の規定により
議会の議決を、決算について同法第３０条第４項の規定により議会の認定
を、それぞれ求めるもの。

　決算見込額　収益的収入：　2,958,722,797円
　　　　　　　収益的支出：　2,580,242,697円
　　　　　　　資本的収入：　　785,250,625円
　　　　　　　資本的支出：　2,159,994,270円

3 議案第39号
令和６年度秦野市公共下水道事業会計利
益剰余金の処分及び決算の認定について

経営総務課

　利益剰余金の処分について地方公営企業法第３２条第２項の規定により
議会の議決を、決算について同法第３０条第４項の規定により議会の認定
を、それぞれ求めるもの。

　決算見込額　収益的収入：　5,249,153,090円
　　　　　　　収益的支出：　4,756,803,186円
　　　　　　　資本的収入：　　638,264,265円
　　　　　　　資本的支出：　2,764,225,801円

4 議案第40号
令和６年度秦野市国民健康保険事業特別
会計歳入歳出決算の認定について

国保年金課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの。

　決算見込額　歳入：　16,547,060,564円
　　　　　　　歳出：　16,470,854,909円

5 議案第41号
令和６年度秦野市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算の認定について

高齢介護課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの。

　決算見込額　歳入：  14,114,583,884円
　　　　　　　歳出：　13,723,429,512円

6 議案第42号
令和６年度秦野市後期高齢者医療事業特
別会計歳入歳出決算の認定について

国保年金課

　地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すもの。

　決算見込額　歳入：   3,399,190,538円
　　　　　　　歳出：　 3,168,209,595円

　令和７年９月秦野市議会第３回定例月会議提出議案等一覧表 報告１

議案１３件：決算の認定 ６件

条例改正 ４件

市道の廃止 １件

補正予算 ２件

報告５件：専決処分（市道管理瑕疵） １件 継続費精算報告書 １件

専決処分（交通事故） １件 健全化判断比率等 １件

専決処分（条例改正） １件
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No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

7 議案第43号
秦野市職員の勤務時間、休日、休暇等に
関する条例等の一部を改正することにつ
いて

人事課
経営総務課

　育児を行う職員の職業生活と家庭生活との両立を一層容易にするため、次
のとおり改正するもの。
 (1)　小学校就学の始期から満９歳に達した日以後の最初の３月３１日まで
　　の間にある子を養育する職員を対象として、子育て部分休暇を創設する
　　こと。
 (2)　地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に
　　伴い、部分休業制度の拡充等について定めること。
 (3)　子育て部分休暇の取得による給与の減額等について定めること。
　施行日　令和７年１０月１日

8 議案第44号 秦野市立認定こども園条例の一部を改正
することについて

保育こども園課

　「子ども・子育て支援法」において、市町村が地域の実情に応じて実施す
る地域子ども・子育て支援事業に位置付けられた乳児等通園支援事業を、秦
野市立認定こども園において実施するため、改正するもの。
　施行日　令和７年１０月１日

9 議案第45号
秦野市商業地における企業等の立地及び
施設再整備の推進に関する条例の一部を
改正することについて

秦野駅北口
にぎわい創造

担当

　奨励処置の対象となる事業活動開始の期限及び条例の有効期限をそれぞれ
５年延長することにより、企業等の投資意欲の向上等を図り、企業立地を推
進するため、改正するもの。
　施行日　公布の日

10 議案第46号
秦野市水道事業給水条例及び秦野市下水
道条例の一部を改正することについて

経営総務課
営業課

　災害その他非常の場合において、円滑な復旧工事の実施を図るため、市長
が次に揚げる事項を行う必要があると認めるときは、その実施を可能とする
よう改正するとともに、秦野市水道事業給水条例の引用条項の修正を行うも
の。
 (1)　他の市町村長が指定した指定給水装置工事事業者に給水装置工事を施
　　行させること。
 (2)　他の市町村長が指定した指定工事店に排水設備工事を施行させるこ
　　と｡
　施行日　公布の日

11 議案第47号 市道の廃止について 建設総務課
　既存の一般市道を廃止し、秦野市休日夜間急患診療所等を整備することに
伴う一体的な土地利用を図るため、道路法第１０条第３項で準用する同法第
８条第２項の規定により議会の議決を求めるもの。

12 議案第48号
令和７年度秦野市一般会計補正予算（第
３号）を定めることについて

財政課 　歳入歳出予算補正見込額　204,311千円

13 議案第49号
令和７年度秦野市介護保険事業特別会計
補正予算（第１号）を定めることについ
て

高齢介護課 　歳入歳出予算補正見込額　391,154千円

条例一部改正

条例一部改正

条例一部改正

条例一部改正
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No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

14 報告第14号 専決処分の報告について 建設総務課

　市道の管理瑕疵に係る損害賠償
　　賠償金額　　52,745円
　　責任割合　　70パーセント
　　専決処分日　令和７年７月１日

15 報告第15号 専決処分の報告について 財産管理課

　交通事故に係る損害賠償
　　賠償金額　　107,235円
　　過失割合　　100パーセント
　　専決処分日　令和７年８月８日

16 報告第16号 専決処分の報告について
保育こども園課
こども育成課

　児童福祉法の一部改正により、条例で引用する同法の条項に移動が生じた
ことから、「秦野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営等の
基準を定める条例等の一部を改正する条例」について専決処分したため、地
方自治法第１８０条第２項の規定により議会に報告するもの。
　施行日　　　令和７年１０月１日
　専決処分日　令和７年８月４日

17 報告第17号
令和６年度秦野市一般会計継続費精算報
告書

財政課
 (1)　庁舎維持管理費（本庁舎エレベーター設備改修工事）
 (2)　橋りょう長寿命化・耐震化事業費（南矢名陸橋修繕・耐震補強工事）

18 報告第18号
令和６年度秦野市健全化判断比率及び資
金不足比率について

財政課
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１
項の規定により、令和６年度決算に基づく秦野市健全化判断比率及び資金不
足比率について報告するもの。

19 議案第  号
秦野市監査委員の選任について

人事課
　田中紀光委員の任期満了に伴うもの。
　（任期満了日：令和７年９月３０日）

20 議案第  号
秦野市教育委員会委員の選任について

人事課
　小泉裕子委員の任期満了に伴うもの。
　（任期満了日：令和７年９月３０日）

21 議案第  号 秦野市固定資産評価審査委員会委員の選
任について

人事課
　一色義信委員の任期満了に伴うもの。
　（任期満了日：令和７年９月３０日）

22 陳情第14号
「再審法改正を求める意見書」採択に関
する陳情書

－
　提出日：令和７年８月１２日
　陳情者　神奈川県弁護士会　会長　畑中　隆爾

追加議案①

追加議案①

追加議案①
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歳　入 （単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

15 国 庫 支 出 金 12,910,608 173,203 13,083,811

20 繰 越 金 537,652 31,108 568,760

64,933,598 204,311 65,137,909

歳　出 （単位：千円）

国　庫 県 地方債 寄附金 繰入金 その他 一般財源

3 民 生 費 29,605,246 18,892 29,624,138 16,015 2,877

5 農 林 費 612,423 19,078 631,501 16,174 2,904

6 商 工 費 1,854,968 120,000 1,974,968 101,729 18,271

9 教 育 費 4,845,781 46,341 4,892,122 39,285 7,056

64,933,598 204,311 65,137,909 173,203 0 0 0 0 0 31,108

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 173,203

　令和７年度秦野市一般会計補正予算（第３号）総括

款

計

前年度繰越金 31,108

計

款 補正前の額 補　正　額

計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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１ 歳入歳出予算補正
（単位：千円）

国　庫 県 地方債 寄附金 繰入金 その他 一般財源

13,522 11,463 2,059

5,370 4,552 818

18,892 16,015 2,877

5,789 4,908 881

13,289 11,266 2,023

19,078 16,174 2,904

120,000 101,729 18,271

120,000 101,729 18,271

小    計

物価高騰支援事業費（民間保育所等分）
【保育こども園課】

　食材料費の高騰が続いており、当初予算で計上した物価高騰相当分16％を上回る
24％となる見込みであることから、民間保育所等で提供している給食の質と量を確
保するため、食材料費の物価高騰相当分8％を追加支援するもの。

・喫食者数（推計値） 3,130人/月
・高騰相当分　4,500円/月×8％≒360円
・補正額　3,130人×12月×360円≒13,522千円

　03 02 03
　010 006

物価高騰支援事業費（公立認定こども園
分）
【保育こども園課】

　施設園芸等に必要な燃油価格の高騰が続いていることから、農産物の安定供給及
び農業経営の安定化を目的として、施設園芸農業者に対し、燃油経費の負担軽減の
ための支援をするもの。

・支援内容
①セーフティネット加入者への補填金（燃油価格の上昇分）の1/4を支援
　支援総額　5,019千円
②セーフティネット加入要件の達成に必要となる省エネ資材導入経費の1/4を支援
　支援総額　770千円

　食材料費の高騰が続いており、当初予算で計上した物価高騰相当分16％を上回る
24％となる見込みであることから、公立認定こども園で提供している給食の質と量
を確保するため、食材料費の物価高騰相当分8％を追加するもの。

・喫食者数（推計値） 14,915人/年
・高騰相当分　4,500円/月×8％≒360円
・補正額　14,915人×360円≒5,370千円

補正予算の内容

款 補正額

（歳　出）

事　　業　　名 備　　　　　　　　　　考
補正額の財源内訳

3 民生費
　03 02 02
　020 005

5 農林費
　05 01 04
　070 001

電子地域通貨事業費
【産業振興課】

施設園芸等燃油価格高騰対策事業費
【農業振興課】

畜産業物価高騰対策事業費
【農業振興課】

小    計

　物価高の影響を受ける市民生活及び地域経済の下支えを図るため、ＯＭＯＴＡＮ
コインを活用した「ポイントバックキャンペーン」を実施するもの。

・ポイント還元額　　112,000,000円（還元率：個店20％、大型店：10％）
・最大還元額　　　　一人当たり個店、大型店各2,500円の計5,000円
・キャンペーン期間　令和7年11月14日～令和8年2月14日
・ポイント利用期間　令和8年3月15日まで

6 商工費
　06 01 02
　170 001

　畜産経営に必要な乾牧草の価格が高止まりしていることから、畜産経営の安定化
を目的として、畜産農家に対し、飼料費を支援するもの。

・支援内容
　乾牧草の高騰分（24.5円）の1/2を支援
　支援総額　13,289千円

　05 01 04
　080 001

小    計
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（単位：千円）

国　庫 県 地方債 寄附金 繰入金 その他 一般財源
款 補正額事　　業　　名 備　　　　　　　　　　考

補正額の財源内訳

28,206 23,911 4,295

18,135 15,374 2,761

46,341 39,285 7,056

204,311 173,203 0 0 0 0 0 31,108

（単位：千円）

31,108

一般財源分歳入合計 31,108

介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

2,500千円

介護保険給付費等準備基金積立金

県支出金過年度分返還金

169,379千円国庫支出金過年度分返還金

歳　出　合　計

事　　業　　名款

他会計

1,661千円

217,614千円391,154千円

備　　　　　　　　　　考補正額

20 繰越金
　20 01 01
　01 01

（歳　入）

前年度繰越金

9 教育費
　09 02 02
　020 004

 
　09 03 02
　020 004

中学校給食物価高騰支援事業費
【学校教育課】

　食材料費の高騰が続いており、当初予算で計上した物価高騰相当分16％を上回る
24％となる見込みであることから、中学校で提供している給食の質と量を確保する
ため、食材料費の物価高騰相当分8％を追加するもの。

・喫食者数（令和7年4月1日時点） 4,255人（うち3年生は1,293人）
・提供回数（令和7年4月～令和8年3月） 170回（3年生は150回）
・高騰相当分　330円/食×8％≒26円
・補正額　（2,962人×170回＋1,293人×150回）×26円≒18,135千円

小    計

　食材料費の高騰が続いており、当初予算で計上した物価高騰相当分16％を上回る
24％となる見込みであることから、小学校で提供している給食の質と量を確保する
ため、食材料費の物価高騰相当分8％を追加するもの。

・喫食者数（令和7年4月1日時点） 7,623人
・提供回数（令和7年4月～令和8年3月） 185回
・高騰相当分　256円/食×8％≒20円
・補正額　7,623人×185回×20円≒28,206千円

小学校給食物価高騰支援事業費
【学校教育課】

第１号被保険者保険料過誤納付還付金 
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1 歳入歳出予算補正

(1) 歳入 単位：千円

補正前の額 補正額 計

8 1 391,154 391,155

1 1 391,154 391,155

1 1 391,154 391,155

01 前年度繰越金 1 391,154 391,155

15,032,000 391,154 15,423,154

(2) 歳出 単位：千円

国県支出金 地方債 その他 一般財源

5 525 217,614 218,139 217,614

1 525 217,614 218,139 217,614

1 525 217,614 218,139 217,614

525 217,614 218,139 217,614

7 69,708 173,540 243,248 173,540

1 2,749 173,540 176,289 173,540

1 第１号被保険者保険料還付金 2,742 2,500 5,242 2,500

010　第１号被保険者保険料過誤納付還付金 2,742 2,500 5,242 2,500

2 2 171,040 171,042 171,040

1 169,379 169,380 169,379

1 1,661 1,662 1,661

15,032,000 391,154 15,423,154 0 0 0 391,154

2 補正理由

基金積立金

議案第４９号　令和７年度秦野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）総括

款・項・目・節

繰越金

繰越金

繰越金

歳入合計

款・項・目・事業 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

基金積立金

介護保険給付費等準備基金積立金

010　介護保険給付費等準備基金積立金

諸支出金

償還金及び還付加算金

償還金

010　国庫支出金過年度分返還金

020　県支出金過年度分返還金

歳出合計

令和６年度決算で生じた剰余金について、超過交付を受けた国庫支出金や県支出金を返還するとともに、還付件数の増加によって不足した保険料過
誤納付還付金を増額し、それらを除いた金額を介護保険給付費等準備基金として積み立てるもの。
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１　 本会議・議案審議

日時 内容 対応

９月５日(金)
　午前９時～

議案審議

【対策会議】
１ 日時・場所
　 ９月４日(木)　午後１時３０分～　３Ａ会議室
２ 発言内容等の聞取り結果の報告
　 様式に記入し、９月３日(水)正午までに総合政策課へ
 メールしてください。

【答弁書の提出】
１ 期限
　 ９月４日(木)　午後３時
２ 提出方法
　 総合政策課へデータをメールしてください。

２　 予算決算常任委員会・令和６年度決算

日時 内容 対応

９月９日(火)
　午前９時～

予算決算常任委
員会
総括質疑・歳入
の質疑

９月１０日(水)
　午前９時～

予算決算常任委
員会
総務分科会

９月１１日(木)
　午前９時～

予算決算常任委
員会
文教福祉分科会

９月１２日(金)
　午前９時～

予算決算常任委
員会
環境都市分科会

３　 常任委員会

日時

９月１６日(火)
　午前９時30分～

９月１７日(水)
　午前９時30分～

９月１８日(木)
　午前９時30分～

令和７年９月秦野市議会第３回定例月会議　主なスケジュール（案）

内容

環境都市常任委員会
予算決算常任委員会・補正予算（環境都市分科会）

文教福祉常任委員会
予算決算常任委員会・補正予算（文教福祉分科会）

総務常任委員会
予算決算常任委員会・補正予算（総務分科会）

　情報収集等担当課長が各会派に質問項目や質問者への接触
解禁日等の聞き取りを行い、庶務担当課長へ連絡します。
（財政課から別途通知があります。）

【答弁書の提出】
１ 期限
　 ８月２８日(木)　午後５時
２ 提出方法
 　次のフォルダに保存してください。
　 (\011000政策部共有\020財政課\【決算総括質疑・歳入の
 質疑】R6決算\☆決算総括質疑・歳入の質疑答弁書(案)会派
 別フォルダ)

【答弁の調整等会議】 ※　９月８日（月）は予備日
・ ９月２日(火)　午前１０時～正午
　 　　　　　　　午後１時３０分～午後３時
・ ９月４日(木)　午前１０時～正午
　　　　　　　　 午後３時～午後５時
・ ９月８日(月)　午前１０時～正午
　　　　　　　　 午後１時３０分～午後５時
　※ いずれも場所は３Ａ会議室です。

※現時点での暫定版のため、今後、変更となることがあります。

資 料
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４ 　本会議・一般質問

日時 内容 対応

９月２２日(月)
　午前９時～

９月２４日(水)
　午前９時～

９月２５日(木)
　午前９時～

【対策会議】
１ 日時・場所
　 ９月１７日(水)　文教福祉常任委員会終了後
　（予定：午後３時～）　３Ａ会議室
２ 発言内容等の聞取り結果の報告
　 様式に記入し、９月１２日(金)午後３時までに総合政策課
 へメールしてください。

【答弁書の提出】
１ 期限
 (1) ９月２２日(月)開催分
　　 ９月１８日(木)　午前９時～１０時
 (2) ９月２４日(水)、９月２５日(木)開催分
　　 ９月１９日(金)　午前９時～１０時
２ 提出方法
   紙原稿８部を本庁舎４階議会控室へ提出するほか、総合政
 策課へデータをメールしてください。

一般質問
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